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最高裁秘書第1320号

平成30年4月5日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長今崎幸層

司法行政文書開示通知書

平成30年3月5日付け（同月7日受付，最高裁秘書第941号）で申出のあり

ました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通

知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

平成29年8月28日付け請書（片面で11枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，公にすると法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがある情報（法人の印影）及び公にすると司法修習生考試に係る事

務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記載されており， これらの

情報は，行政機関情報公開法第5条第2号イ，同第6号柱書及び同号イに定め

る不開示情報に相当することから， これらの情報が記載されている部分を開示

しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 (3264) 5652 (直通）
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言青 書

1造』に関し，最高裁判所「司法修習終了証書ほか2点の製造』に関し，最高裁判所(以下「発注者」という。）とヨ

シダ印刷株式会社（以下「受注者」という。 ）は，次の条項及〔賜り紙仕様書（以下「仕様書」と

いう。 ）により契約を締結し，信義に従い誠実にこれを履行する。

（業務の名称，期間等）

第1条業務の名称，期間，業務内容及び請負金額は次のとおりとする。

（1）名 称司法修習終了証書ほか2点の製造

（2）期 間契約日から平成29年10月23日まで

（3）業務内容等仕様書のとおり

（4）請負金額

金415, 810円（消賓税及び地方消費税額30, 800円を含む｡. ）

※内訳は，別表のとおり

（業務完了の検査）

第2条受注者は，業務が完了（一部の完了を含む。 ）した場合には，その旨を発注者に通知し

なければならない6

2発注者は，前項の通知を受理した場合には，その受理した日から起算して10日以内に，発

注者の定めた検査職員に必要な検査をさせ，その結果を受注者に通知しなければならない。

（代金の支払）

第3条受注者は，前条第2項の検査に合格した旨の通知を受理した場合には，遅滞なく適法な

代金の支払請求書を発注者に提出するものとする。

2発注者は，前項の支払請求書を受理した日から起算して30日 （以下「約定期間」とい

う。 ）以内に，受注者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。

（履行遅延の賠償）

第4条発注者は，約定期間内に代金の支払をしなかったときは，遅延損害金を受注者に支払

わなければならない。

2受注者は，その責めに帰すべき事由により業務を遅滞した場合には，遅延損害金を発注者に
支払わなければならない。

3前2項の遅延損害金は，第1項の場合においては支払が遅延した金額に対し，遅延日数に応

じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第8条第1項の規

定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率（ただし，率適用は財務省告示の施行日によ

る。 ）の割合で，前項の場合においては遅延した業務部分に対する請負金額相当額に対し，

遅延日数に応じ年5． 0パーセントの割合でそれぞれ計算した額とする。ただし，その額に

100円未満の端数がある場合は，これを切り捨て，その額が100円未満である場合は，

その支払を要しないものとする。

（秘密の保持）

第5条発注者及び受注者並びにその職員，代理人及び使用人は，この業務に際し知り得た相手

方の秘密事項を他に漏らし，又は他の目的に使用してはならない。

（発注者の契約解除梅）

第6条発注者は,受注者(その代理人及び使用人を含む｡ ）が次の各号のいずれかに該当する
場合には，この契約を解除することができる。

（1） この契約の条項又は仕様書に違反した場合

（2）監督職員の監督若しくは検査職員の検査を妨げ，又は妨げようとした場合
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（3） .詐欺その他の不正行為をし，又はしようとした場合
（4）その他この契約の目的を達することができないと認められる場合

2前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，受注者の負担とするb

3発注者は，第1項の規定により契約を解除した場合において，業務の既済部分で検査に合格

したものがあるときは， これに相当する代金を受注者に支払わなければならない6． ．

（受注者の契約解除権）

第7条受注者は，発注者がこの契約の条項若しくは仕様書に違反し，又は著しくこれと異なる

指示をしたため，業務を遂行することが不能となった場合には，この契約を解除することが

できる。

2前項の規定による契約の解除に伴う必要な喪用は，発注者の負担とする。

3受注者が第1項の規定により契約を解除した場合において,業務の既済部分で検査に合格し
たものがあると‘きは，発注者は，これに相当する代金を受注者に支払わなければならない。

（違約金）

第8条前二条の規定により契約が解除された場合には，受注者又は発注者は，違約金として請

負金額の10分の1に相当する金額を発注者又は受注者の指定する期限内に支払わなければ

ならない。

（契約の疑義）

第9条この契約に定めのない事項その他疑義のある場合は，発注者及び受注者が協議して

定めるものとする。

平成29年8月21日付け「司法修習終了証書ほか2点の製造」契約について，以上の条

項により，お請けいたします。 ．

平成29年8月ユ9日

東
ョ
代

瀦受

●
23番

勝
0

最高裁判所支出負担行為担当官

最高裁判所事務総局経理局長笠井之彦殿
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仕様書1

４

｡

事項 『 一 仕 犠 ．

品名 司法修習終了証書

規格 ■■

数孟 800枚

納入期限 平成29年10月19日

納入場所 最高裁判所(東京都千代田区隼町4番2号）

組版

業者作成 。
《

･DTP作業を基本として受注者において作成し,割付及び書体の指示等については,見本原穣によるほか,最高裁判所(以下『発注
者｣という｡)の指定する監督職員(以下『監督職員｣という｡)の指示を受けるものとする。

見本.原稿 口無■有(■紙原稿ロデータ(DWordDEXcelDPDFpその他( ) )

字飴，行数
及び段数 穿詰 行 段

● ｡

、． ｡

●

印刷方法 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ d

g

刷色 ■■■■■■■回■■■■■■■■■■■■■■■■

紙質 I■■■■■■■■
製本 ロ無線とじ(並製本)･ロ針金とじ･口上製本･口帯･口見返し･ロその他

、 己

校正 受注者の持参校正とし,校正回数は1校までを基準とするが,その目的に達しない場合はこの限りでない。

校正担当者 人事局任用牒賦験係

その他

＄

【1）受注者は,本件印刷等作業について,この仕様書に定める事項を遵守し,製造及び納品すること。
t

12)用紙については,いわゆるグﾘｰﾝ購入法に適合し,かつ,古紙ﾘｻｲｸﾙ適性ﾗﾝｸﾘｽﾄで定めるoAﾗﾝｸに咳当する資材のみを
使用して製造すること(ただし,発注者が指定した用紙がこれに該当しない場合を除く｡)。

(3)契約締結後速やかに別紙様式第1｢誓約書｣及び別紙様式第2｢ｵﾌｾｯﾄ印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェック
ﾘｽﾄ｣を,納品時に別紙様式第3『資材確露票｣を監督職員にそれぞれ提出すること｡

(4) (2汲飢3胸ほか,いわゆるグﾘｰﾝ購入法に基づく基本方針の判断の基鎚を満たすこと。
0

(5)原稿作成及び校正等のスケジュールについては,監督職員と調整の上,速やかに別紙機式第4｢作業報告番jを作成し,提出し,そ
の遵守に努めること。

(6)受注者は,文字部分については,見本原稿と同じ書体で文字入力作業を実施することb

(7)入稿から校了に至るまでの修正に関し,原稿の差替え,追加及び修正等の作業については,速やかに対応すること｡また,各段階
の校正原稿を校正担当者に提出する際には,受注者は必ず複数人による内校正作業を実施し,誤字,脱字及び図表等が正しく転戦
されているか等を確肥すること｡

(8)成果物の納品の際には,印刷物に折れ等がないことを必ず確鴎すること。

(9)本仕様書に記載されていない事項及び疑装が生じた場合については,発注者及び受注者が協溌の上,定めるものとする。

剛本件成果物の財産櫓,利用権及び著作権は発注者に帰属するものとする。
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仕様書2

字詰,行数
及び段数

0

● 。

事項 仕 槻

品名 考拭答案表紙 、

規格 I■■■■■■
数垂 109350枚

納入期限 平成29年10月23日

納入場所 司法研修所鰯玉県和光市南2-3-8）

組版

業者作成
６

mP作業を基本として受注者において作成し,割付及び書体の指示等については,見本原稿によるほか,最高裁判所(以下｢発注
者｣という｡)の指定する監督職員(以下｢監督職員』とし､う｡)の指示を受けるものとする｡

見本原稿 口無･■有（■紙原稿のみロデータあり(DExcelDWordpその他( ) )

印刷方法 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■

刷色
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

紙質
’
’

製本

校正 受注者の持参校正とする｡校正回数は1校までを基準とするが,本印刷物の目的に達しない場合は,この限りでない。

校正担当者 人事局任用課駄験係

その他 1）受注者は,本件印刷及び製本等作業について,この仕犠番に定める事項を遵守し,製造及び納品すること｡
2)原稿作成及び校正等のｽｹジｭｰﾙについては,監督職員と調整の上,速やかに工程表を作成して提出し,その遵守に努めるこ
と。

3)入稿から校了に至るまでの修正に関し,原稿の差替え,追加及び修正等の作業については,速やかに対応すること｡これにより工
隠に遅れが生じた場合は,再度監督職員と鯛益の上,工程表を作成し,その遵守に努めること｡また,各段階の校正原稿を校正担当
者に提出する際には,受注者は必ず複数人による内校正作業を実施し,誤字,脱字及び函像データ等が正しく転戦さｵぴているか等を
瞳露すること｡確露後は,校正原稿の提出枚数にかかわらず,別紙槻式第4『作業報告害』を作成し,提出すること。

4)成果
態,穴位鶴

納品の際には,社内全品検査をし,落丁,乱丁及び油染み等がないことを必ず確麗すること｡特に,枚数,穴開けの状
にずれなどの問題がないか確罷すること｡

'5)納品の際には,10,350枚のうち,6,750枚を30枚ずつ225束に,3,600枚を40枚ずつ90束にまとめ,そｵ1ぞれ梱包した上，
納品すること｡なお,1梱包当たりの束数は問わない。

16)印刷物の制作上で発生した著作横及びDTPデータ等の所有樋は,発注者に締属するものとする(答案表紙印刷以外で同所有権
の使用を行わない｡)。 、 ．

'7)本仕様密に配載さｵでていない事項又は疑義が生じた場合については,発注者と受注者とで協鑑の上定めるものとする。
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仕様香3

事項 ， 仕 機

品名 考賦答案用紙■■■■

規格 ■■

数量 9,010冊■■■■■■■
納入期限 平成29年10月23日 ．

納入場所 司法研修所鯖玉県和光市南2-3-8） ．

組版

業者作成

DTP作業を基本として受注者において作成し,劉付及び替体の指示等については,見本原稿によるほか,最高裁判所(以下｢発注
者』という.)の指定する監督職員(以下｢監督職員jという.)の指示を受けるものとする｡

見本原稿 ﾛ無．■有（■紙原稿のみ口データあり(DExcelDWordロその他( ) )

字飴,行数
及び段数 ■■I■■■■

印刷方法 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

刷色 ■■■■■■■■■■■■■■

紙質 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

製本

』

校正 受注者の持参校正とする｡校正回数はﾕ校までを基準とするが,本印刷物の目的に達しない娼合は,この限りでない。

校正担当者 人事局任用課賦験係

その他 l1)受注者は,本件印刷及び製本等作業について,この仕椴書に定める事項を遵守して,製造し,納品すること。

I2)原稿作成及び校正等のｽｹジｭｰﾙについては,監督職員と鯛整の上,速やかに工程表を作成して提出し,その遵守に努めるこ
と｡ ~ ｡

I3)用紙については，
を使用して製造するこ

いわゆるグﾘｰﾝ購入法に適合し,かつ.古紙ﾘｻｲｸﾙ適性ﾗﾝｸﾘｽﾄで定める,Aﾗﾝｸに該当する資材のみ
とb

I4)契約締結後速やかに別銭様式第2｢ｵﾌｾｯﾄ印刷又はデジﾀﾙ印刷の工程における環境配愈ﾁｪｯｸﾘｽﾄjを,納品時までに別
紙操式第3｢資材確駆票｣を監督職員にそれぞれ提出すること。 ’

15) (3汲酬4)のほか,いわゆるグリーン購入法に基づく基本方針の判断の基地を満たすこと。

I6)入稿から校了に至るまでの修正に関し,原稿の差替え,追加及び修正等の作業については,速やかに対応すること｡これにより工
墨に遅れが生じた場合は,再度監督職員と鯛整の上,工程表を作成し,その遵守に努めること｡また,各段階の校正原稿を校正担当
者に提出する際には,受注者は必ず複数人による内校正作業を実施し,饅字,脱字及び画像データ等が正しく転戦されているか等を
蝉すること｡確琵後は,校正原稿の提出枚数にかかわらず,別紙機式第4『作業報告番』を作成し,提出すること。

I7)成果物の納品の際には,社内全品検査をし,落丁,乱丁及び油染み等がないことを必ず確躍すること｡特に,枚数,穴開けの状
態,穴位睡等にずれなどの問題がないか砿認すること｡

18)納品の藤には,90010冊を17冊ずつ530組に梱包した上,納品すること｡
●

I9)印刷物の制作上で発生した薯作梅及びDTPデータ等の所有梅は,発注者に帰属するものとする(答案用紙印刷以外で同所有樋
の使用を行わない｡)。

畑本仕機害に記戦されていない事項又は疑義が生じた場合については,発注者と受注者とで協雛の上定めるものとする。
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(別紙様式第1）

平成 年 月 日

最高裁判所御中

住 所

商号又は名称

代表者氏名

0

誓約書

当社は， 「司法修習終了証書の製造」 （以下，

当たり，下記の事項を遵守することを誓約しまう当たり，下記の事項を遵守することを誓約します

｢本件作業」という。 ）を行うに

。

記

1最高裁判所（以下， 「発注者」という。 ）から提供を受けた文書，図面，デー

タ等（以下「提供文書等」という。 ）を，第三者に漏えいしたり，本件作業以外

の目的（複製，広告，宣伝，販売促進，広報を含む。 ）に使用したりしない。ま

た，提供文書等については，本件作業終了後，発注者に速やかに返還（データに

ついては，完全に消去）する。

2本件作業に関して，受注者が作成した損紙，刷版,DTPデータ等については，

本件作業終了後，焼却，破壊等の方法により速やかに破棄する。

〆



(別紙様式第2）
、

甲 月 日乍成年月日

==一 御中 ’
●

オフセット印刷又はデジタル印刷のエ程における環境配慮チェックリスト

*式会社

備考） 内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を

行うことができる。

。

｡

イ

工程 実現 基準（要求内容）

製版

はい／いいえ ①次のA又はBのいずれかを満たしている。
A工程のデジタル化(DTP化）率が50%以上である。

B製版フィルムを使用する工程において､廃液及び製版フィルムか

.ら銀の回収を行っている。 ．

刷版 はい／いいえ ②印刷版（アルミ基材のもの）の再使用又はリサイクルを行っている。

印
刷

オ
フ
セ
ッ
ト

デ
ジ
タ
ル

はい／いいえ

はい／いいえ

はい／いいえ

はい／いいえ

はい／いいえ

③廃ウエス容器や洗浄剤容器に蓋をする等のVOCの発生抑制策を講じ
ている。

④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置を設
置し、適切に運転管理している。

⑤損紙等（印刷エ程から発生する損紙､残紙）の製紙原料へのリサイク
ル率が80％以上である。

⑥省電力機能の活用､未使用時の電源切断など､省エネルギー活動を行
っている。

⑦損紙等（印刷エ程から発生する損紙､残紙）の製紙原料等へのリサイ
クル率が80％以上である。

表面

加工

はい／いいえ

はい／いいえ

⑧アルコール類を渡度30%未満で使用している。 ．

⑨損紙等（光沢加エエ程から発生する損紙､残紙、残フイルム）の製紙
原料等へのリサイクル率が80％以上である。

製本

加工

はい／いいえ

はい／いいえ

⑩窓、 ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じている。

⑪損紙等(製本エ程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が
70%以上である。



(別紙様式第3）

弔月

耀麗男

印刷資材 資材の種類 製造元・銘柄名
リサイクル

適性ランク

・
・
・
■
■
■
■
■
■
■

AまたはBランクの資材のみ使
■■

Ⅱ■
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(別紙様式第4）

監督職員

平成年 月 日

作業報
生
ロ
圭
冒

の第 回校正原稿を提出するとともに，本作業における

作業従事者を下記のとおり報告します｡

記

○組版責任者 印

原稿受領日平成年 月 日

組版作業完了日平成 年 月 日

内校責任者送付日平成 年 月 日

○内校責任者

内校作業完了日平成年 月 日

内校作業完了日平成年月． 日
●

営業担当送付日平成 年 月 日

(注意）

・ 各責任者は，工程ごとに日付を記入し,作業完了後は，記名押印の上,速やかに次の責任

者へ原稿を送付すること。

・ 校正作業上の注意として,組版責任者(オペレーターを含む｡）は,元原稿又は画面上の原

稿と校正原稿とが合致していることを必堂確墨してから作業に入ること。

また，発注者が加えた赤字修正部分に不明な点があった場合は，速やかに監督職員に確認

し，作業を継続すること｡

・ 内校は1頁につき複数態勢で行い，元原稿の赤字修正以外の部分についても必灘窪する

こと。 ．

確認印



(別･表）

司法修習終了証書ほか2点の製造

【謂負代金内訳書】

恥 品名 数堂
単価
(円）
金額
(円）

1 司法修習終了証書 800枚 44.00 35,200

2 考試答案表紙 10,350枚 4.20 43,470

3 考談答案用紙■■■■■ 9,010冊 34.00 306,340

小 計 385,010

消餐税及び地方消費税額(8％） 30,800

合 計 415,810
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